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（総則）

第１条 環境省（原子力規制委員会を除く。）の人事評価は、国家公務員法（昭和 22 年法律第

120 号）、人事評価の基準、方法等に関する政令（平成２１年政令第３１号）及び人事評価の

基準、方法等に関する内閣官房令（平成 21 年内閣府令第３号）に定めるもののほか、この規

程の定めるところにより実施する。

（人事評価の実施の除外）

第２条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しない。

一 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職



員を除く。）

二 実施権者が給与等への反映の余地がないものとして指定する臨時的職員

（実施権者、評価者、調整者等）

第３条 人事評価の実施権者、評価者及び調整者は、別表１のとおりとする。

２ 実施権者は、人事評価の目的に沿った適正な運用に資するよう、評価者又は調整者の補助者

をそれぞれ指定することができるほか、評価者又は調整者にそれぞれの補助者を指定させるこ

とができるものとし、補助者を置いた場合は、被評価者に対して周知するものとする。

（人事評価記録書及び評語の基準）

第４条 人事評価の記録は、別紙１「人事評価記録書」（以下「記録書」という。）を用いて行う

ものとする。

２ 人事評価の評語は、別紙２「評語等の解説」に掲げる基準によるものとする。

（定期評価の実施）

第５条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの

期間を単位として実施する。

２ 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間によるものと

する。

一 能力評価 毎年 10 月１日から翌年９月 30 日まで

二 業績評価 毎年 10 月１日から翌年３月 31 日まで及び４月１日から９月 30 日まで

３ 定期評価は、次条から第１０条までの規定及び別紙３「環境省人事評価実施要領（以下「実

施要領」という。）」に従い実施する。

（自己申告）

第６条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらか

じめ、当該評価期間中の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考と

なるべき事項について申告を行わせるものとする。

（評価、調整及び確認）

第７条 評価者は、被評価者について、全体評語及び個別評語を付すことにより評価（次項に規

定する再評価を含む。）を行うものとする。

２ 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、

全体評語を付すことにより調整（次項に規定する再調整を含む。）を行うものとする。この場

合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

３ 実施権者は、調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に

再調整を行わせた上で、定期評価が適当である旨の確認を行うものとする。



４ 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供等を行う

ことができる。ただし、第１項に規定する評価及び第２項に規定する調整を行うことはできな

い。

（評価結果の開示）

第８条 評価者は、実施権者の指示の下、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評

価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を開示するもの

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に

係る定期評価の全体評語が、６段階評価の職員にあっては「不十分」又は「やや不十分」、３

段階評価の職員にあっては「Ｃ」、２段階評価の職員にあっては「乙」である場合には、当該

全体評語を開示しなければならない。

（面談）

第９条 評価者は、第７条第３項による実施権者の確認が行われた後、期末面談において、被評

価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基

づき指導及び助言を行うものとする。

２ 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たす

べき役割を確定するために被評価者と期首面談を行うものとする。なお、期首面談は、前期の

期末面談に併せて行うことができる。また、補助者は、目標設定の補助等を行うことができる。

３ 評価者は、期首面談又は期末面談に、補助者を同席させることができる。なお、期末面談に

おいて、前条に規定する評価結果の開示を行う際にも補助者を同席させる場合には、被評価者

の十分な理解と同意を得た上で行うものとする。

４ 評価者は、指導及び助言等をより効果的に行う観点から必要と認める場合には、期首面談又

は期末面談について、補助者と認識を共有し、補助者及び被評価者の十分な理解と同意を得た

上で、補助者に代行させることができる。また、期末面談において、前条に規定する評価結果

の開示を補助者に代行させる場合には、評価及び評価結果の開示はあくまでも評価者の責任の

下で行うものであることに十分留意するものとする。

５ 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより面談により難い場合には、電話そ

の他の通信手段による交信を行うことにより、面談に代えることができる。

６ 前５項に定めるもののほか、面談に必要な事項は、別紙３「実施要領」で定める。

（定期評価についての異なる取扱い）

第１０条 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、第６条、第７条第１項（個別

評語に係る部分に限る。）及び前条の規定を適用しない。

一 別表２に掲げる職にある職員

二 留学中の職員



（特別評価の実施）

第 1１条 特別評価は、条件付任用期間（条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。）

中の職員に対して、能力評価により実施する。

２ 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施する。

３ 特別評価は、次条及び別紙３「実施要領」に従い実施する。

（特別評価の手続）

第 1２条 特別評価の手続は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に規定する手続を

準用するものとする。

一 条件付採用期間中の職員 第７条（個別評語に係る部分を除く。）

二 条件付昇任期間中の職員 第７条（個別評語に係る部分を除く。）及び第８条

（人事評価記録書の提出及び保管）

第 1３条 実施権者は、実施権者と任命権者が異なる職員に係る記録書を、確認を行った日の翌

日から起算して３０日以内に任命権者に提出するものとする。

２ 記録書は、次の各号に掲げる記録書の区分に応じ、当該各号に定める者が、実施権者の確認

の日の翌日から５年間保管するものとする。

一 前項の規定により提出された記録書 大臣官房秘書課長

二 前号以外の記録書 任命権者

（職員の異動又は併任への対応）

第 1４条 職員の異動又は併任については、別紙３の「実施要領」に従い、対応するものとする。

（苦情への対応）

第 1５条 職員の苦情への対応は、別表３のとおり「苦情相談員・苦情処理窓口及び審理機関」

を設け、別紙４の「苦情対応要領」により行うものとする。

２ 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをし

てはならない。

３ 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実及び当該内容について、そ

の秘密の保持に留意しなければならない。

（細則）

第１６条 この規程の施行に際し必要な事項は、大臣官房秘書課長が定める。

附 則

１ この訓令は、平成２１年１０月１日から施行する。

２ 「環境省勤務評定実施規則」（平成１３年１０月１日付環境省訓令第５９号。以下次項にお



いて「旧規則」という。）は廃止する。

３ この規則の施行前の勤務評定及び旧規則第１１条の規定による勤務評定記録書の保管につ

いては、なお、従前の例による。

附 則

１ この訓令は、令和５年７月１日から施行する。

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第２条第１号の規

定を適用する。

附 則

この訓令は、令和７年７月１日から施行する。



別表１

本省職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

大臣 事務次官

地球環境審議官

大臣

大臣 事務次官 官房長

地球環境局長

水・大気環境局長

自然環境局長

環境再生・資源循環局長

総合環境政策統括官

環境保健部長

環境再生・資源循環局次長

政策立案総括審議官

サイバーセキュリティ・情報化審議官

地域脱炭素推進審議官

審議官

特別国際交渉官

事務次官 官房長 秘書課長

総務課長

会計課長

事務次官

総合環境政策統括官 総合政策課長

環境経済課長

環境影響評価課長

環境統計分析官

地域脱炭素推進審議官 地域政策課長

洋上風力環境調査室長

地域脱炭素事業推進課長

地域脱炭素政策調整担当参事官

環境保健部長 企画課長

保健業務室長

特殊疾病対策室長

石綿健康被害対策室長

熱中症対策室長

化学物質安全課長

化学物質審査室長

放射線健康管理担当参事官

環境リスク情報分析官



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 地球環境局長 総務課長

脱炭素社会移行推進室長

気候変動科学・適応室長

地球温暖化対策課長

地球温暖化対策事業室長

脱炭素ビジネス推進室長

フロン対策室長

国際連携課長

気候変動国際交渉室長

国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当

参事官

事務次官

水・大気環境局長 総務課長

環境管理課長

環境汚染対策室長

水道水質・衛生管理室長

農薬環境管理室長

モビリティ環境対策課長

脱炭素モビリティ事業室長

海洋環境課長

企画官

海域環境管理室長

環境管理情報分析官

自然環境局長 総務課長

自然環境計画課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

自然環境情報分析官



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 環境再生・資源循環局長 総務課長

企画官

循環型社会推進室長【充て職】

資源循環課長

廃棄物適正処理推進課長

浄化槽推進室長

放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室

長

放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室

長

廃棄物規制担当参事官

環境再生担当参事官【充て職】

復興再生利用・最終処分戦略担当参事官

復興再生利用・最終処分事業推進担当参

事官

企画官

循環指標情報分析官

越境移動情報分析官

事務次官

官房長 秘書課長 企画官

調査官

地方環境室長

公共資産調査・研究官

秘書官事務取扱

課長補佐級（地方環境室に属する職員を

除く。）

官房長

調査官 係長級、係員級（地方環境室に属する職

員を除く。）

地方環境室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 企画官

広報室長

課長補佐級、係長級、係員級

（広報室に属する職員を除く。）

広報室長 課長補佐級、係長級、係員級

会計課長 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

総合環境政策

統括官

総合政策課長 調査官

企画評価・政策プロモーション室長

環境研究技術室長

環境教育推進室長

課長補佐級、係長級、係員級（企画評価

・政策プロモーション室、環境研究技術

室及び環境教育推進室に属する職員を除

く。）

総合環境政策

統括官

企画評価・政策プロモーシ

ョン室長

課長補佐級、係長級、係員級

環境研究技術室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境教育推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境経済課長 市場メカニズム室長

課長補佐級、係長級、係員級（市場メカ

ニズム室に属する職員を除く。）

市場メカニズム室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境影響評価課長 環境影響審査室長

課長補佐級、係長級、係員級（環境影響

審査室に属する職員を除く。）

環境影響審査室長 課長補佐級、係長級、係員級

地域脱炭素推

進審議官

地域政策課長 課長補佐級、係長級、係員級（洋上風力

環境調査室長に属する職員を除く。）

地域脱炭素推

進審議官

洋上風力環境調査室長 課長補佐級、係長級、係員級

地域脱炭素事業推進課長 課長補佐級、係長級、係員級

地域脱炭素政策調整担当参事

官

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

環境保健部長 企画課長 課長補佐級、係長級、係員級（保健業務

室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策

室及び熱中症対策室に属する職員を除

く。）

官房長

保健業務室長 課長補佐級、係長級、係員級

特殊疾病対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

石綿健康被害対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

熱中症対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

化学物質安全課長 課長補佐級、係長級、係員級（化学物質

審査室に属する職員を除く。）

化学物質審査室長 環境補佐級、係長級、係員級

放射線健康管理担当参事官 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

地球環境局長 総務課長 課長補佐級、係長級、係員級（脱炭素社

会移行推進室及び気候変動科学・適応室

に属する職員を除く。）

地球環境局長

脱炭素社会移行推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

気候変動科学・適応室長 課長補佐級、係長級、係員級

地球温暖化対策課長 事業監理官

課長補佐級、係長級、係員級（地球温暖

化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及

びフロン対策室に属する職員を除く。）

地球温暖化対策事業室長 課長補佐級、係長級、係員級

脱炭素ビジネス推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

フロン対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

国際連携課長 地球環境情報分析官

中国環境情報分析官

課長補佐級、係長級、係員級（気候変動

国際交渉室に属する職員を除く。）

気候変動国際交渉室長 環境補佐級、係長級、係員級

国際脱炭素移行推進・環境イン

フラ担当参事官

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

水・大気環境

局長

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級 水・大気環境

局長環境管理課長 課長補佐級、係長級、係員級（環境汚染

対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬

環境管理室に属する職員を除く。）

環境汚染対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

水道水質・衛生管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

農薬環境管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

モビリティ環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級（脱炭素モ

ビリティ事業室に属する職員を除く。）

脱炭素モビリティ事業室長 課長補佐級、係長級、係員級

海洋環境課長 課長補佐級、係長級、係員級（海洋環境

管理室に属する職員を除く。）

海域環境管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境局長 総務課長 調査官

課長補佐級、係長級、係員級

自然環境局長

自然環境計画課長 生物多様性センター長

生物多様性戦略推進室長

生態系情報分析官

課長補佐級、係長級、係員級（生物多様

性センター及び生物多様性戦略推進室に

属する職員を除く。）

生物多様性センター長 課長補佐級、係長級、係員級

生物多様性戦略推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 国立公園利用推進室長

課長補佐級、係長級、係員級（国立公園

利用推進室に属する職員を除く。）

国立公園利用推進室長 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

自然環境局長 自然環境整備課長 温泉制度管理技術研究官

課長補佐級、係長級、係員級

自然環境局長

野生生物課長 鳥獣保護管理室長

希少種保全推進室長

課長補佐級、係長級、係員級（鳥獣保護

管理室及び希少種保全推進室に属する職

員を除く。）

鳥獣保護管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

希少種保全推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生・資源

循環局長

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級（循環型社

会推進室に属する職員を除く。）

環境再生・資源

循環局長

循環型社会推進室長【充て

職】

課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

廃棄物適正処理推進課長 課長補佐級、係長級、係員級（浄化槽推

進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企

画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業

推進室に属する職員を除く。）

浄化槽推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

放射性物質汚染廃棄物対策

事業企画室長

課長補佐級、係長級、係員級

放射性物質汚染廃棄物対策

事業推進室長

課長補佐級、係長級、係員級

廃棄物規制担当参事官 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生担当参事官【充て職】課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用・最終処分戦略担

当参事官

課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用・最終処分事業推

進担当参事官

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

国民公園等に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

自然環境局長 総務課長 皇居外苑管理事務所長

京都御苑管理事務所長

新宿御苑管理事務所長

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所長

自然環境局長

自然環境局総

務課長

皇居外苑管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級（北の丸分

室に属する職員を含む）

京都御苑管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級

新宿御苑管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務

所長

課長補佐級、係長級、係員級

環境調査研修所（国立水俣病総合研究センターを除く）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 所長（総合環境政策統括官） 次長 事務次官

所長（総合環境

政策統括官）

次長 庶務課長

教務課長

主任教官

所長（総合環境

政策統括官）

次長 庶務課長 課長補佐級、係長級、係員級

教務課長 課長補佐級、係長級、係員級

主任教官 教官



別表１

国立水俣病総合研究センターに所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 環境保健部長 所長 事務次官

環境保健部長 所長 次長

総務課長

国際・総合研究部長

臨床部長

基礎研究部長【充て職】

環境・保健研究部長

研究総合調整官

環境保健部長

所長 総務課長 係長級、係員級

国際・総合研究部長 室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級、係長級、係員級

臨床部長 室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級

基礎研究部長【充て職】 室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級

環境・保健研究部長         室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級



別表１

北海道地方環境事務所（釧路自然環境事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（大雪山国立公園管理事

務所長）

国立公園調整官（支笏洞爺国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級 官房長

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課、大雪山国立公園管理事務所及

び支笏洞爺国立公園管理事務所に属する

職員を除く。）

大雪山国立公園管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級（大雪山国

立公園管理事務所に属する職員。）

支笏洞爺国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（支笏洞爺

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

釧路自然環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 北海道地方環境事務所長 保全統括官（釧路自然環境事務所長） 官房長

北海道地方環

境事務所長

釧路自然環境事務所長 統括自然保護企画官

国立公園調整官（阿寒摩周国立公園管理

事務所長）

課長補佐級、係長級、係員級

釧路自然環境事務所に属する職員（自然

保護官事務所及び阿寒摩周国立公園管理

事務所に属する職員を除く。）

釧路自然環境

事務所長

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（釧路自然

環境事務所に属する職員のうち、自然保

護官事務所に属する職員。）

阿寒摩周国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（釧路自然

環境事務所に属する職員のうち、阿寒摩

周国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

東北地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 保全統括官

地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（十和田八幡平国立公園

管理事務所長）

国立公園調整官（三陸復興国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課、十和田八幡平国立公園管理事

務所及び三陸復興国立公園管理事務所に

属する職員を除く。）

十和田八幡平国立公園管理事

務所長

課長補佐級、係長級、係員級（十和田八

幡平国立公園管理事務所に属する職員。）

三陸復興国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（三陸復興

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

福島地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 次長

総務部長

環境再生・廃棄物対策部長【充て職】

中間貯蔵部長【充て職】

調整官

県北支所長

県中・県南支所長

浜通り南支所長

浜通り北支所長

官房長

所長 総務部長 総務課長

渉外広報課長

広報室長

放射線健康管理官

企画課長

経理課長

環境再生・廃棄物対策部長【充て

職】

企画官

環境再生・廃棄物対策総括課長

市町村支援室長

環境再生課長

環境再生企画官

仮置場対策課長

廃棄物対策課長

廃棄物対策企画官

廃棄物再生利用推進室長

最終処分場管理室長

対策地域内廃棄物処理推進室長

中間貯蔵部長【充て職】 中間貯蔵技術企画官

復興再生利用技術企画官

中間貯蔵総括課長

工務課長



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

所長 中間貯蔵部長【充て職】 輸送課長

輸送計画企画官

管理課長

企画官（減容化担当）

調査設計室長

中間貯蔵施設整備推進課長

復興再生利用企画課長

復興再生利用事業推進課長

用地課長

企画官（用地担当）

官房長

総務部長 総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

渉外広報課長 課長補佐級、係長級、係員級

（広報室に属する職員を除く。）

広報室長 課長補佐級、係長級、係員級

企画課長 課長補佐級、係長級、係員級

経理課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生・廃棄

物対策部長【充

て職】

環境再生・廃棄物対策総括課長 課長補佐級、係長級、係員級（市町村

支援室に属する職員を除く。）

市町村支援室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生課長 課長補佐級、係長級、係員級

仮置場対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

廃棄物対策課長 課長補佐級、係長級、係員級（廃棄物

再生利用推進室、最終処分場管理室及

び対策地域内廃棄物処理推進室に属

する職員を除く。）

廃棄物再生利用推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

最終処分場管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

対策地域内廃棄物処理推進室

長

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

中間貯蔵部長

【充て職】

中間貯蔵総括課長 課長補佐級、係長級、係員級 官房長

工務課長 課長補佐級、係長級、係員級

輸送課長 課長補佐級、係長級、係員級

管理課長 課長補佐級、係長級、係員級（調査設

計室に属する職員を除く。）

調査設計室 課長補佐級、係長級、係員級

中間貯蔵施設整備推進課長 課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用企画課長 課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用事業推進課長 課長補佐級、係長級、係員級

用地課長 課長補佐級、係長級、係員級

所長 県北支所長 課長補佐級、係長級、係員級

県中・県南支所長 課長補佐級、係長級、係員級

浜通り南支所長 課長補佐級、係長級、係員級

浜通り北支所長 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

関東地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 保全統括官

地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

放射能汚染対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（日光国立公園管理事務

所長、富士箱根伊豆国立公園管理事務所

長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

放射能汚染対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、放射能汚染対策課、国立公園課、

自然環境整備課、野生生物課、日光国立

公園管理事務所及び富士箱根伊豆国立公

園管理事務所に属する職員を除く。）

日光国立公園管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級（日光国立

公園管理事務所に属する職員。）

富士箱根伊豆国立公園管理事

務所長

課長補佐級、係長級、係員級（富士箱根

伊豆国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

中部地方環境事務所（信越自然環境事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長        所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（伊勢志摩国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課及び伊勢志摩国立公園管理事務

所に属する職員を除く。）

伊勢志摩国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（伊勢志摩

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

信越自然環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 中部地方環境事務所長 保全統括官（信越自然環境事務所長） 官房長

中部地方環境

事務所長

信越自然環境事務所長 統括自然保護企画官

国立公園調整官（上信越高原国立公園管

理事務所長）

国立公園調整官（中部山岳国立公園管理

事務所長）

課長補佐級、係長級、係員級（自然保護

官事務所、上信越高原国立公園管理事務

所及び中部山岳国立公園管理事務所に属

する職員を除く。）

信越自然環境

事務所長

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（信越自然

環境事務所に属する職員のうち、自然保

護官事務所に属する職員。）

上信越高原国立公園管理事務

所長

課長補佐級、係長級、係員級（信越自然

環境事務所に属する職員のうち、上信越

高原国立公園管理事務所に属する職員。）

中部山岳国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（信越自然

環境事務所に属する職員のうち、中部山

岳国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

近畿地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（吉野熊野国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課及び吉野熊野国立公園管理事務

所に属する職員を除く。）

吉野熊野国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（吉野熊野

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

中国四国地方環境事務所（四国事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（大山隠岐国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課及び大山隠岐国立公園管理事務

所に属する職員を除く。）

大山隠岐国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（大山隠岐

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

四国事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 中国四国地方環境事務所長 保全統括官（四国事務所長） 官房長

中国四国地方

環境事務所長

四国事務所長 統括環境保全企画官

課長補佐級、係長級、係員級

官房長



別表１

九州地方環境事務所（沖縄奄美自然環境事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（阿蘇くじゅう国立公園

管理事務所長、霧島錦江湾国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課、阿蘇くじゅう国立公園管理事

務所及び霧島錦江湾国立公園管理事務所

に属する職員を除く。）

阿蘇くじゅう国立公園管理事

務所長

課長補佐級、係長級、係員級（阿蘇くじ

ゅう国立公園管理事務所に属する職員。）

霧島錦江湾国立公園管理事務

所長

課長補佐級、係長級、係員級（霧島錦江

湾国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

沖縄奄美自然環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 九州地方環境事務所長 保全統括官（沖縄奄美自然環境事務所長）官房長

九州地方環境

事務所長

沖縄奄美自然環境事務所長 統括自然保護企画官

国立公園調整官（奄美群島国立公園管理

事務所長）        

課長補佐級、係長級、係員級

（自然保護官事務所及び奄美群島国立公

園管理事務所に属する職員を除く。）

沖縄奄美自然

環境事務所長

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（沖縄奄美

自然環境事務所に属する職員のうち、

自然保護官事務所に属する職員）

奄美群島国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（沖縄奄美

自然環境事務所に属する職員のうち、奄

美群島国立公園管理事務所に属する職

員。）



別表１

本省職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

大臣 事務次官

地球環境審議官

大臣

大臣 事務次官 官房長

地球環境局長

水・大気環境局長

自然環境局長

環境再生・資源循環局長

総合環境政策統括官

環境保健部長

環境再生・資源循環局次長

政策立案総括審議官

サイバーセキュリティ・情報化審議官

地域脱炭素推進審議官

審議官

特別国際交渉官

事務次官 官房長 秘書課長

総務課長

会計課長

事務次官

総合環境政策統括官 総合政策課長

環境経済課長

環境影響評価課長

環境統計分析官

地域脱炭素推進審議官 地域政策課長

洋上風力環境調査室長

地域脱炭素事業推進課長

地域脱炭素政策調整担当参事官

環境保健部長 企画課長

保健業務室長

特殊疾病対策室長

石綿健康被害対策室長

熱中症対策室長

化学物質安全課長

化学物質審査室長

放射線健康管理担当参事官

環境リスク情報分析官



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 地球環境局長 総務課長

脱炭素社会移行推進室長

気候変動科学・適応室長

地球温暖化対策課長

地球温暖化対策事業室長

脱炭素ビジネス推進室長

フロン対策室長

国際連携課長

気候変動国際交渉室長

国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当

参事官

事務次官

水・大気環境局長 総務課長

環境管理課長

環境汚染対策室長

水道水質・衛生管理室長

農薬環境管理室長

モビリティ環境対策課長

脱炭素モビリティ事業室長

海洋環境課長

企画官

海域環境管理室長

環境管理情報分析官

自然環境局長 総務課長

自然環境計画課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

自然環境情報分析官



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 環境再生・資源循環局長 総務課長

企画官

循環型社会推進室長【充て職】

資源循環課長

廃棄物適正処理推進課長

浄化槽推進室長

放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室

長

放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室

長

廃棄物規制担当参事官

環境再生担当参事官【充て職】

復興再生利用・最終処分戦略担当参事官

復興再生利用・最終処分事業推進担当参

事官

企画官

循環指標情報分析官

越境移動情報分析官

事務次官

官房長 秘書課長 企画官

調査官

地方環境室長

公共資産調査・研究官

秘書官事務取扱

課長補佐級（地方環境室に属する職員を

除く。）

官房長

調査官 係長級、係員級（地方環境室に属する職

員を除く。）

地方環境室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 企画官

広報室長

課長補佐級、係長級、係員級

（広報室に属する職員を除く。）

広報室長 課長補佐級、係長級、係員級

会計課長 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

総合環境政策

統括官

総合政策課長 調査官

企画評価・政策プロモーション室長

環境研究技術室長

環境教育推進室長

課長補佐級、係長級、係員級（企画評価

・政策プロモーション室、環境研究技術

室及び環境教育推進室に属する職員を除

く。）

総合環境政策

統括官

企画評価・政策プロモーシ

ョン室長

課長補佐級、係長級、係員級

環境研究技術室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境教育推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境経済課長 市場メカニズム室長

課長補佐級、係長級、係員級（市場メカ

ニズム室に属する職員を除く。）

市場メカニズム室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境影響評価課長 環境影響審査室長

課長補佐級、係長級、係員級（環境影響

審査室に属する職員を除く。）

環境影響審査室長 課長補佐級、係長級、係員級

地域脱炭素推

進審議官

地域政策課長 課長補佐級、係長級、係員級（洋上風力

環境調査室長に属する職員を除く。）

地域脱炭素推

進審議官

洋上風力環境調査室長 課長補佐級、係長級、係員級

地域脱炭素事業推進課長 課長補佐級、係長級、係員級

地域脱炭素政策調整担当参事

官

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

環境保健部長 企画課長 課長補佐級、係長級、係員級（保健業務

室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策

室及び熱中症対策室に属する職員を除

く。）

官房長

保健業務室長 課長補佐級、係長級、係員級

特殊疾病対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

石綿健康被害対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

熱中症対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

化学物質安全課長 課長補佐級、係長級、係員級（化学物質

審査室に属する職員を除く。）

化学物質審査室長 環境補佐級、係長級、係員級

放射線健康管理担当参事官 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

地球環境局長 総務課長 課長補佐級、係長級、係員級（脱炭素社

会移行推進室及び気候変動科学・適応室

に属する職員を除く。）

地球環境局長

脱炭素社会移行推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

気候変動科学・適応室長 課長補佐級、係長級、係員級

地球温暖化対策課長 事業監理官

課長補佐級、係長級、係員級（地球温暖

化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及

びフロン対策室に属する職員を除く。）

地球温暖化対策事業室長 課長補佐級、係長級、係員級

脱炭素ビジネス推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

フロン対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

国際連携課長 地球環境情報分析官

中国環境情報分析官

課長補佐級、係長級、係員級（気候変動

国際交渉室に属する職員を除く。）

気候変動国際交渉室長 環境補佐級、係長級、係員級

国際脱炭素移行推進・環境イン

フラ担当参事官

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

水・大気環境

局長

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級 水・大気環境

局長環境管理課長 課長補佐級、係長級、係員級（環境汚染

対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬

環境管理室に属する職員を除く。）

環境汚染対策室長 課長補佐級、係長級、係員級

水道水質・衛生管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

農薬環境管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

モビリティ環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級（脱炭素モ

ビリティ事業室に属する職員を除く。）

脱炭素モビリティ事業室長 課長補佐級、係長級、係員級

海洋環境課長 課長補佐級、係長級、係員級（海洋環境

管理室に属する職員を除く。）

海域環境管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境局長 総務課長 調査官

課長補佐級、係長級、係員級

自然環境局長

自然環境計画課長 生物多様性センター長

生物多様性戦略推進室長

生態系情報分析官

課長補佐級、係長級、係員級（生物多様

性センター及び生物多様性戦略推進室に

属する職員を除く。）

生物多様性センター長 課長補佐級、係長級、係員級

生物多様性戦略推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 国立公園利用推進室長

課長補佐級、係長級、係員級（国立公園

利用推進室に属する職員を除く。）

国立公園利用推進室長 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

自然環境局長 自然環境整備課長 温泉制度管理技術研究官

課長補佐級、係長級、係員級

自然環境局長

野生生物課長 鳥獣保護管理室長

希少種保全推進室長

課長補佐級、係長級、係員級（鳥獣保護

管理室及び希少種保全推進室に属する職

員を除く。）

鳥獣保護管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

希少種保全推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生・資源

循環局長

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級（循環型社

会推進室に属する職員を除く。）

環境再生・資源

循環局長

循環型社会推進室長【充て

職】

課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

廃棄物適正処理推進課長 課長補佐級、係長級、係員級（浄化槽推

進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企

画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業

推進室に属する職員を除く。）

浄化槽推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

放射性物質汚染廃棄物対策

事業企画室長

課長補佐級、係長級、係員級

放射性物質汚染廃棄物対策

事業推進室長

課長補佐級、係長級、係員級

廃棄物規制担当参事官 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生担当参事官【充て職】課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用・最終処分戦略担

当参事官

課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用・最終処分事業推

進担当参事官

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

国民公園等に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

自然環境局長 総務課長 皇居外苑管理事務所長

京都御苑管理事務所長

新宿御苑管理事務所長

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所長

自然環境局長

自然環境局総

務課長

皇居外苑管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級（北の丸分

室に属する職員を含む）

京都御苑管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級

新宿御苑管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務

所長

課長補佐級、係長級、係員級

環境調査研修所（国立水俣病総合研究センターを除く）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 所長（総合環境政策統括官） 次長 事務次官

所長（総合環境

政策統括官）

次長 庶務課長

教務課長

主任教官

所長（総合環境

政策統括官）

次長 庶務課長 課長補佐級、係長級、係員級

教務課長 課長補佐級、係長級、係員級

主任教官 教官



別表１

国立水俣病総合研究センターに所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 環境保健部長 所長 事務次官

環境保健部長 所長 次長

総務課長

国際・総合研究部長

臨床部長

基礎研究部長【充て職】

環境・保健研究部長

研究総合調整官

環境保健部長

所長 総務課長 係長級、係員級

国際・総合研究部長 室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級、係長級、係員級

臨床部長 室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級

基礎研究部長【充て職】 室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級

環境・保健研究部長         室長級、主任研究官級、研究官級、研究

補助員級



別表１

北海道地方環境事務所（釧路自然環境事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（大雪山国立公園管理事

務所長）

国立公園調整官（支笏洞爺国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級 官房長

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課、大雪山国立公園管理事務所及

び支笏洞爺国立公園管理事務所に属する

職員を除く。）

大雪山国立公園管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級（大雪山国

立公園管理事務所に属する職員。）

支笏洞爺国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（支笏洞爺

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

釧路自然環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 北海道地方環境事務所長 保全統括官（釧路自然環境事務所長） 官房長

北海道地方環

境事務所長

釧路自然環境事務所長 統括自然保護企画官

国立公園調整官（阿寒摩周国立公園管理

事務所長）

課長補佐級、係長級、係員級

釧路自然環境事務所に属する職員（自然

保護官事務所及び阿寒摩周国立公園管理

事務所に属する職員を除く。）

釧路自然環境

事務所長

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（釧路自然

環境事務所に属する職員のうち、自然保

護官事務所に属する職員。）

阿寒摩周国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（釧路自然

環境事務所に属する職員のうち、阿寒摩

周国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

東北地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 保全統括官

地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（十和田八幡平国立公園

管理事務所長）

国立公園調整官（三陸復興国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課、十和田八幡平国立公園管理事

務所及び三陸復興国立公園管理事務所に

属する職員を除く。）

十和田八幡平国立公園管理事

務所長

課長補佐級、係長級、係員級（十和田八

幡平国立公園管理事務所に属する職員。）

三陸復興国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（三陸復興

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

福島地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 次長

総務部長

環境再生・廃棄物対策部長【充て職】

中間貯蔵部長【充て職】

調整官

県北支所長

県中・県南支所長

浜通り南支所長

浜通り北支所長

官房長

所長 総務部長 総務課長

渉外広報課長

広報室長

放射線健康管理官

企画課長

経理課長

環境再生・廃棄物対策部長【充て

職】

企画官

環境再生・廃棄物対策総括課長

市町村支援室長

環境再生課長

環境再生企画官

仮置場対策課長

廃棄物対策課長

廃棄物対策企画官

廃棄物再生利用推進室長

最終処分場管理室長

対策地域内廃棄物処理推進室長

中間貯蔵部長【充て職】 中間貯蔵技術企画官

復興再生利用技術企画官

中間貯蔵総括課長

工務課長



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

所長 中間貯蔵部長【充て職】 輸送課長

輸送計画企画官

管理課長

企画官（減容化担当）

調査設計室長

中間貯蔵施設整備推進課長

復興再生利用企画課長

復興再生利用事業推進課長

用地課長

企画官（用地担当）

官房長

総務部長 総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

渉外広報課長 課長補佐級、係長級、係員級

（広報室に属する職員を除く。）

広報室長 課長補佐級、係長級、係員級

企画課長 課長補佐級、係長級、係員級

経理課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生・廃棄

物対策部長【充

て職】

環境再生・廃棄物対策総括課長 課長補佐級、係長級、係員級（市町村

支援室に属する職員を除く。）

市町村支援室長 課長補佐級、係長級、係員級

環境再生課長 課長補佐級、係長級、係員級

仮置場対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

廃棄物対策課長 課長補佐級、係長級、係員級（廃棄物

再生利用推進室、最終処分場管理室及

び対策地域内廃棄物処理推進室に属

する職員を除く。）

廃棄物再生利用推進室長 課長補佐級、係長級、係員級

最終処分場管理室長 課長補佐級、係長級、係員級

対策地域内廃棄物処理推進室

長

課長補佐級、係長級、係員級



別表１

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

中間貯蔵部長

【充て職】

中間貯蔵総括課長 課長補佐級、係長級、係員級 官房長

工務課長 課長補佐級、係長級、係員級

輸送課長 課長補佐級、係長級、係員級

管理課長 課長補佐級、係長級、係員級（調査設

計室に属する職員を除く。）

調査設計室 課長補佐級、係長級、係員級

中間貯蔵施設整備推進課長 課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用企画課長 課長補佐級、係長級、係員級

復興再生利用事業推進課長 課長補佐級、係長級、係員級

用地課長 課長補佐級、係長級、係員級

所長 県北支所長 課長補佐級、係長級、係員級

県中・県南支所長 課長補佐級、係長級、係員級

浜通り南支所長 課長補佐級、係長級、係員級

浜通り北支所長 課長補佐級、係長級、係員級



別表１

関東地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 保全統括官

地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

放射能汚染対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（日光国立公園管理事務

所長、富士箱根伊豆国立公園管理事務所

長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

放射能汚染対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、放射能汚染対策課、国立公園課、

自然環境整備課、野生生物課、日光国立

公園管理事務所及び富士箱根伊豆国立公

園管理事務所に属する職員を除く。）

日光国立公園管理事務所長 課長補佐級、係長級、係員級（日光国立

公園管理事務所に属する職員。）

富士箱根伊豆国立公園管理事

務所長

課長補佐級、係長級、係員級（富士箱根

伊豆国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

中部地方環境事務所（信越自然環境事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長        所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（伊勢志摩国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課及び伊勢志摩国立公園管理事務

所に属する職員を除く。）

伊勢志摩国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（伊勢志摩

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

信越自然環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 中部地方環境事務所長 保全統括官（信越自然環境事務所長） 官房長

中部地方環境

事務所長

信越自然環境事務所長 統括自然保護企画官

国立公園調整官（上信越高原国立公園管

理事務所長）

国立公園調整官（中部山岳国立公園管理

事務所長）

課長補佐級、係長級、係員級（自然保護

官事務所、上信越高原国立公園管理事務

所及び中部山岳国立公園管理事務所に属

する職員を除く。）

信越自然環境

事務所長

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（信越自然

環境事務所に属する職員のうち、自然保

護官事務所に属する職員。）

上信越高原国立公園管理事務

所長

課長補佐級、係長級、係員級（信越自然

環境事務所に属する職員のうち、上信越

高原国立公園管理事務所に属する職員。）

中部山岳国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（信越自然

環境事務所に属する職員のうち、中部山

岳国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

近畿地方環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（吉野熊野国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課及び吉野熊野国立公園管理事務

所に属する職員を除く。）

吉野熊野国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（吉野熊野

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

中国四国地方環境事務所（四国事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（大山隠岐国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課及び大山隠岐国立公園管理事務

所に属する職員を除く。）

大山隠岐国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（大山隠岐

国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

四国事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 中国四国地方環境事務所長 保全統括官（四国事務所長） 官房長

中国四国地方

環境事務所長

四国事務所長 統括環境保全企画官

課長補佐級、係長級、係員級

官房長



別表１

九州地方環境事務所（沖縄奄美自然環境事務所を除く。）に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

事務次官 官房長 所長 事務次官

官房長 所長 地域脱炭素創生室長

総務課長

資源循環課長

環境対策課長

国立公園課長

自然環境整備課長

野生生物課長

統括環境保全企画官

統括自然保護企画官

国立公園調整官（阿蘇くじゅう国立公園

管理事務所長、霧島錦江湾国立公園管理

事務所長）

官房長

所長 地域脱炭素創生室長 課長補佐級、係長級、係員級

総務課長 課長補佐級、係長級、係員級

資源循環課長 課長補佐級、係長級、係員級

環境対策課長 課長補佐級、係長級、係員級

国立公園課長 課長補佐級、係長級、係員級

自然環境整備課長 課長補佐級、係長級、係員級

野生生物課長 課長補佐級、係長級、係員級

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（地域脱炭

素創生室、総務課、資源循環課、環境対

策課、国立公園課、自然環境整備課、野

生生物課、阿蘇くじゅう国立公園管理事

務所及び霧島錦江湾国立公園管理事務所

に属する職員を除く。）

阿蘇くじゅう国立公園管理事

務所長

課長補佐級、係長級、係員級（阿蘇くじ

ゅう国立公園管理事務所に属する職員。）

霧島錦江湾国立公園管理事務

所長

課長補佐級、係長級、係員級（霧島錦江

湾国立公園管理事務所に属する職員。）



別表１

沖縄奄美自然環境事務所に所属する職員

調 整 者 評   価   者 被 評 価 者 実施権者

官房長 九州地方環境事務所長 保全統括官（沖縄奄美自然環境事務所長）官房長

九州地方環境

事務所長

沖縄奄美自然環境事務所長 統括自然保護企画官

国立公園調整官（奄美群島国立公園管理

事務所長）        

課長補佐級、係長級、係員級

（自然保護官事務所及び奄美群島国立公

園管理事務所に属する職員を除く。）

沖縄奄美自然

環境事務所長

統括自然保護企画官 課長補佐級、係長級、係員級（沖縄奄美

自然環境事務所に属する職員のうち、

自然保護官事務所に属する職員）

奄美群島国立公園管理事務所

長

課長補佐級、係長級、係員級（沖縄奄美

自然環境事務所に属する職員のうち、奄

美群島国立公園管理事務所に属する職

員。）



別表２ 第１０条の職員

１．大臣官房

事務次官、地球環境審議官、官房長、部長、政策立案総括審議官、 サイバ

ーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官、審議官

２．上記以外の内部部局

局長、総合環境政策統括官、次長

３．施設等機関

国立水俣病総合研究センター所長

４．地方支分部局

北海道地方環境事務所長、福島地方環境事務所長、関東地方環境事務所

長、中部地方環境事務所長、九州地方環境事務所長



１．苦情相談員一覧

部局等 相談員 職員の所属

本省 大臣官房 大臣官房秘書課長、同課総括担当補

佐、同課任用・給与担当補佐

大臣官房各課

各部局 総括担当課長、同課庶務担当補佐 各部局

施設等機関 環境調査研修所 次長、庶務課長 環境調査研修所

国立水俣病総合研

究センター

所長、総務課長 国立水俣病総合研究

センター

地方支分部局 各地方環境事務所

（福島地方環境事

務所を除く）

所長、保全統括官、総務課長（福

島地方環境事務所を除く）

各地方環境事務所

（福島地方環境事務

所を除く）

福島地方環境事務

所

所長、次長、総務部総務課長 福島地方環境事務所

２．苦情処理窓口一覧

部局等 窓口 職員の所属

本省 大臣官房 大臣官房秘書課任用第二係 本省内部部局

施設等機関 環境調査研修所 庶務課庶務係 環境調査研修所

国立水俣病総合

研究センター

総務課総務係 国立水俣病総合研

究センター

地方支分部局 各地方環境事務

所（福島地方環境

事務所を除く）

総務課総務係（福島地方環境事務

所を除く）

各地方環境事務所

（福島地方環境事務

所を除く）

福島地方環境事務

所

総務部総務課総務第一係 福島地方環境事務所

３．審理機関

部局等 審理機関（決裁権者）

環境省 大臣官房 大臣官房秘書課

（大臣官房長）

別表３ 苦情相談員・苦情処理窓口及び審理機関
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